
 

 

令和５年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 ＪＲ久宝寺駅南自転車駐車場 

所在地 八尾市龍華町二丁目１番３５号 

所管課 都市整備部 都市交通課 

 

指定管理者 名 称 ミディ総合管理株式会社  

代表者 代表取締役社長 石原 浩一郎  

住 所 大阪市中央区難波二丁目２番３号 

指定期間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

 施設の利用日・利用時間及び職員の配置・体制については適切に運営されている。また、年末

年始の休業日においても、放置自転車防止の観点から施設内に駐車できるように配慮している。 

 「お客様第一主義」の更なる徹底を図る為、接客応対の能力向上指導を実施し、利用者の接遇

向上に取り組まれている。 

利用者ニーズを把握するため「ご意見箱」を常時設置するとともに、フリーダイヤルやホーム

ページに「お客様のご意見メール」を設け、意見を把握しサービスの向上に役立てている。 

 利用者からの苦情対応については、苦情対応になれたベテラン社員と駐車場の現場班長を配 

置し、対応している。駐車場で対応しきれない苦情については、本社がバックアップし対応する 

ことで、適切に処理されている。また、緊急連絡網を整備し、緊急時には正確・迅速な連絡、対

応を行う連絡体制は整っている。 

  

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象：自転車駐車場利用者 

  ・調査時期：令和５年９月２０日（水）～１０月３１日（火） 

  ・調査方法：定期及び一時利用者、レンタサイクル利用者に配布し、後日回収。 

  ・回答状況：アンケート用紙２００枚を配布し、８６枚を回収（回収率４３．０％） 

 ②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

  ・施設職員の対応やマナーでは、９５．３％の方が「満足」していると回答。「普通」を合

せると１００．０％になる。 

・施設の利用に対する安心感では、９５．３％の方が「満足」していると回答。「普通」を

合せると１００．０％になる。 

・施設内の清潔さでは、９６．５％の方が「満足」していると回答。「普通」を合せると 

９７．７になる。 

・施設内の案内表示では、７９．１％の方が「満足」していると回答。「普通」を合せると

８９．５％になる。 

今後、「満足」感をアップさせるため、「普通」と感じている利用者への満足度を上げる取り 

組みが引き続き求められている。 
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２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

 利用料金収入において、施設の利用者は新型コロナウイルス感染症拡大前と比較すると大幅

に減少しており、計画額に比べ実績額は、７９．９％となったが、指定管理者ホームページ上に

施設の位置図や利用料金を掲載することで、利用者数を高める努力を行っている。 

 また、施設を「子ども１１０番の家」に登録し子ども達の安全安心に取り組んでいる。 

Ｂ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 

評価結果 

 

 指定管理者独自の「危機管理マニュアル」、「設備管理マニュアル」等を作成し管理事務所内に

備え付けるとともに、ＡＥＤの取扱い訓練を実施する等、お客様の安全を第一に考えた取り組

みが行われている。 

 施設や設備の維持管理に関しては、法定点検である消防設備点検については年２回実施し、

誘導灯予備電源の取り替えを行ったほか、サイクルンゲートシステムの定期点検を実施した。 

 経費の縮減については、安全に運営できる必要最小限の人員で管理運営を行うとともに、地

元雇用を優先する等、無駄をなくし合理的な管理運営に努めている。 

Ａ 

 
４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 

評価結果 

 

 収支に関して、収入の実績額は施設の利用者が新型コロナウイルス感染症拡大前と比較する

と大幅に減少したことにより計画額を大幅に下回ったものの、収入の範囲内で管理運営が行わ

れた。 

 執行体制については、総括班長及び現場班長を配置するとともに、管理員については地元在

住の高齢者雇用を基本とし、（公社）八尾市シルバー人材センター会員を起用した。また、「お客

様第一主義」の更なる徹底を図るため、接客対応の能力向上指導を実施するとともに、「駐車・

駐輪場従業者必須マニュアル」を係員に携行させ日常訓練等にも取り組まれている。 

毎月の月報報告時はもとより、協議事項等が生じた場合には、電話やメールで連絡を取り合

うことで、連携を密にし情報の共有化を図っている。 

Ａ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

指定管理者は、自転車駐車場の設置目的及び関連法規を把握の上、管理運営に携わるととも

に、金銭管理や個人情報等に関しては、社内の監査員やアドバイザーが定期的に実態調査を行

い、改善点がある場合は速やかに対応し、サービス向上に努めている。 

事業計画書・収支予算書並びに、事業報告書・収支決算書をはじめ、月報等は期間内に提出さ

れた。 

 個人情報の管理については、本市条例を遵守するとともに、指定管理者が定めた「個人情報管

理規定」に基づき管理されていた。 
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【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）

(ａ) 

評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 95.0％（S） 14.6 13.9 

２ 公の施設の効用発揮 73.7％（B） 6.3 4.6 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 89.5％（A） 18.8 16.8 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 88.5％（A） 16.7 14.8 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 94.4％（S） 43.8 41.3 

合計 100 91.4 

 
 

総合評価 Ａ 
  

【モニタリング内容の総括】  

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置付けられたものの施設の利用者は感染症拡大前と比較すると

大幅に減少しており、目標としていた利用人数・利用料金収入は減少したものの、条例、規則、協定書を遵守

するとともに、提案事業・自主事業についても継続して取り組まれており、適正な管理運営が行われている。 

現場責任者や管理員は、研修等を通じ接遇レベルのアップを図られるとともに、苦情・トラブルに対しては、

本社社員を含め会社として対応している。また、指定管理者ホームページを活用し、施設情報の発信や定期予

約を可能とするとともに、修繕の必要な箇所の早期発見と迅速な対応を行なう等、「安全・安心・快適」な管理

運営に取り組んでいることから、利用者アンケートの調査結果においても高い評価となっている。 

 

 

 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％以

上）を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 


